
 

 

 

 

 

社会福祉法人 附島保育園における水害を含む 

 

非常災害対策計画 

 
（火災・震災対策については附島保育園消防計画による。）  



社会福祉法人 附島保育園における水害を含む 

非常災害対策計画 

（火災・震災対策については附島保育園消防計画による。） 

１非常災害対策計画の行動手順  

災害の予測又は災害発生 

 

情 報 収 集           入所者・職員への周知 

         ・テレビ、ラジオ、         ・入所者等の不安などの軽減 

インターネット等により収集 

         ・気象台、県、市、消防、警察などの 

防災関係機関等より収集 

          

体 制 の 整 備 

         ・招集・参集基準に基づく職員への連絡 

         ・役割分担に基づく初動活動 

入所者等への避難指示等の伝達 

         ・館内放送や入所者等の特性に配慮した伝達 

          

 

施設外へ避難                    施設内での避難 

主に火災、地震                    主に水害 

 

         ・防災関係機関の情報や周辺の状況、 

          災害の規模なども含め総合的に判断 

          

避  難  経  路  ・  移  動  手  段 

 

         ・災害に応じた避難経路と避難場所の選択 

         ・入所者等の特性に配慮した移動手段 

         ・近隣施設や地域住民の協力を得た移動 

         ・消防や警察への応援要請による移動 

避  難  所                   施設内の避難場所 

 

入所者等（利用者、職員）への周知 ・ 家族等への報告 

         

・現状等を伝え、入所者等や家族等の不安の軽減を図る。 



2.計画の目的 

この計画は、「附島保育園」の利用者の安全を確保するため、災害毎に利用者がとるべき避

難行動、 避難先、 避難に際して着目すべき情報等をあらかじめ認識し、非常災害時におけ

る円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。 

 

3. 附島保育園の立地条件 

稲沢市地域防災計画における、浸水想定区域内の要配慮者利用施設に該当しない。 

 

4．計画の適用範囲 

この計画は、附島保育園に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。 

 

5．防災体制 

5.1.防災体制（洪水の場合） 

国土交通省中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/ 

 

 

 

 

 

 

 体制確立の判断時期  活動内容  対応要員  

注意 

体制 

以下のいずれかに該当する場合  

▪ 洪水注意報発表 

 

▪ 気象情報等の情報収集 

 

情報収集伝達要員 

 

警戒 

体制 

以下のいずれかに該当する場合  

▪ 「避難準備・高齢者等避難開始」

の発令  

▪ 洪水警報発表  

▪ 木曽川（馬飼地点）氾濫注意情  

報発表 

 

▪ 洪水予報等の情報収集 情報収集伝達要員 

▪ 使用する資器材の準備 避難誘導要員 

▪ 家族等への事前連絡 情報収集伝達要員 

▪ 周辺住民への事前協力依  

頼 

 

情報収集伝達要員 

非常 

体制 

以下のいずれかに該当する場合  

▪ 「避難勧告」又は「避難指示（緊

急）」の発令     

▪ 木曽川（馬飼地点）氾濫警戒情  

報発表 

 

▪ 避難誘導 避難誘導要員 



5.2 防災体制 （内水の場合） 

目比川水位情報  

https://suii.ezwords.net/river/%E7%9B%AE%E6%AF%94%E5%B7%9D.html 

 

6．情報収集及び伝達 

(1)情報収集 

収集する主な情報及び収集方法は、 以下のとおりとする。 

収集する情報                                    収集方法 

気象情報                   テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウ

ェブサイト） 

洪水予報、水位到達情報 稲沢市からのファックス、 インターネット （情報提

供機関のウェブサイト）、 緊急速報メール 

排水施設の稼働状況 稲沢市からのファックス、緊急連絡メール 

避難勧告・避難指示 防災行政無線、テレビ、ラジオ、インターネット(稲

沢市のウエブサイト)、緊急連絡メール 

 

停電時は、 ラジオ、 タブレッ ト、携帯電話を活用して情報を収集するものと し、これに

備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。 

 体制確立の判断時期  活動内容  対応要員  

注意 

体制 

以下のいずれかに該当する場合  

▪ 大雨又は台風に関する気象情報発

表  

▪ 大雨注意報発表  

・目比川排水ポンプ場が排水開始 

▪ 気象情報等の情報収集 

 

情報収集伝達要員 

 

警戒 

体制 

以下のいずれかに該当する場合  

▪ 大雨警報発表 

・  

 

▪ 気象情報等の情報収集 情報収集伝達要員 

▪ 使用する資器材の準備 避難誘導要員 

▪ 家族等への事前連絡 情報収集伝達要員 

▪ 周辺住民への事前協力依頼 

 

情報収集伝達要員 

非常 

体制 

以下のいずれかに該当する場合  

・目比川ポンプ場が排水不能 

▪ 稲沢市千代田地区内水氾濫危険  

情報発表  

▪ 浸水の前兆を確認 

▪ 避難誘導 避難誘導要員 



提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に危険な前兆が

無いか等、 施設内から確認を行う。 

(2)情報伝達 

園内放送により気象情報、 洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。 

警戒体制下で非常体制に移行するおそれがある場合には、家族等に対し、附島保育園緊急連

絡網自動配信メールを発信し、 「非常体制に移行した場合には保育園舎２階へ避難する」

旨を連絡する。 

非常体制に移行した場合には、稲沢市保育課（３２－１２９７）に「これより保育園舎２階

に避難する」旨を連絡する。 

非常体制に移行した場合には、家族等に対し、附島保育園緊急連絡網自動配信メールを発信

し、「非常体制に移行したので、保育園舎２階へ避難する。家族等への引き渡しは保育園に

おいて行う。 家族等への引き渡し開始については、 追って別途連絡する。」 旨を連絡する。 

避難の完了後、稲沢市保育課（３２－１２９７） 、家族に対してに避難が完了した旨を連

絡する。 

引き渡しが安全に実施できると判断した後、附島保育園緊急連絡網自動配信メールを発信し、

家族等に対し、「 これより附島保育園において家族等への引き渡しを行う」 旨を連絡する。 

 

7．避難誘導 

(1)避難場所 

洪水時､及び内水時における避難場所は、 一時避難場所として保育園舎の２階へ避難するも

のとする。 

(2)避難経路 

保育園舎２階の利用者並びに職員は２階に、１階の利用者並びに職員は園舎内階段を利用し

て２階に避難する。 

(3)避難誘導方法 

１階幼児は階段に注意して歩いて避難誘導する。０歳児は一人ずつ抱き上げて避難する。１

歳児並びに２歳児については、階段歩行可能な園児は歩いて、その他は抱き上げて２階へ避

難する。 

 

8．避難の確保を図るための施設の整備 

情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、下表「避難確保資

器材等一覧」 に示すとおりである。 

これらの資器材等については、 日頃からその維持管理に努めるものとする。 

避難確保資器材等一覧 

活動の区分 使用する設備又は資器材 



情報収集・伝達                          テレビ、ラジオ、パソコン、ファックス、携帯電話、懐中電灯、
電池、携帯電話用バッテリー、発電機                        

避難誘導 名簿(園児、職員)、ノートパソコン、携帯電話、懐中電灯、携
帯用拡声器、電池、携帯用バッテリー、発電機 

施設内に一時避難するための水、食料    

 

9． 防災教育及び訓練の実施 

毎年４月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。 

毎年４月に参加可能な要配慮者を含む全従業員を対象として、情報収集・伝達及び避難誘導

に関する訓練を実施する。 

 

10、役割分担表 

非常事態災害時の役割分担については、消防計画「自衛消防隊編成表」に準じ、毎年度具体

的に組織表を作成し、各職員の役割が明確となるように編成する。 

 

消防隊長 担 当＝施設長 

代行者１＝事務員 

・消防隊長（避難の判断など防災対

策についての指揮ほか全般） 

・地域住民や近隣の社会福祉施設へ

の救援の要請と活動内容の調整 

・マスコミへの取材対応と情報提供 

通報係 担当＝主任保育士 

担当補佐＝事務員 

 

・気象や災害の情報収集 

・職員への連絡 

・職員、職員家族の安否確認 

・関係機関との連絡、調整 

・入所者家族等への連絡 

・避難状況のとりまとめ 

・漏電対策 

初期消火係 担当＝調理員 ・火元の点検 

・ガス漏れの有無の確認 

・発火の防止 

・発火の際の初期消火 

・食料、飲料水など備蓄品の確保、

管理、払出 

・備蓄品の補給（販売店への発注） 

・飲料水等の供給 



避難誘導係 各担当保育士全員 

最終避難確認責任者＝主任保

育士 

・園児の安全確認 

・園児への状況説明 

・施設設備の損壊状況の調査、報告 

・園児の避難誘導 

・園児の家族等への引き渡し 

・負傷者の救出 

・負傷者を安全な場所への移動 

・応急手当 

・病院などへの移送 

 

付則 この非常災害対策計画は平成 30 年 4 月 1 日より実施する。 


